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租
税
特
別
措
置
法 

（
特
定
設
備
等
の
特
別
償
却
） 

第
十
一
条 

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
個
人
で
次
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲

げ
る
も
の
が
、
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
減
価
償
却
資
産
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
特
定
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、

特
定
設
備
等
で
そ
の
製
作
若
し
く
は
建
設
の
後
事
業
の
用
に
供
さ
れ
た
こ

と
の
な
い
も
の
を
取
得
し
、
又
は
特
定
設
備
等
を
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設

し
て
、
こ
れ
を
当
該
個
人
の
当
該
各
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
事
業
の
用
に
供

し
た
場
合
（
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
当
該
特
定
設
備

等
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
又
は
同
表
の
第
二
号
の
上
欄
に
掲
げ

る
個
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
が
貸
付
け
の
用
に
供
し
た
場

合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
に
お
け
る

当
該
個
人
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
当
該
特
定
設
備
等
の
償
却
費
と

し
て
必
要
経
費
に
算
入
す
る
金
額
は
、
所
得
税
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
特
定
設
備
等
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算

し
た
償
却
費
の
額
と
そ
の
取
得
価
額
（
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
中
小
企

業
者
以
外
の
個
人
が
取
得
し
、
又
は
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
た
同
表
の

第
一
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
価
額
に

政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
）
に
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲

げ
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
合
計
償
却
限
度
額
」
と
い
う
。
）
以
下
の
金
額
で
当
該
個
人
が
必
要
経
費

と
し
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
設
備
等
の
償
却
費
と

し
て
同
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る

金
額
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令 

（
特
定
設
備
等
の
特
別
償
却
） 

 

第
五
条
の
十 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

法
第
十
一
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
海
上
運
送
業
は
、
海
洋
運
輸
業
（
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港 

と
の
間
又
は
本
邦
以
外
の
地
域
の
各
港
間
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又
は

物
の
運
送
を
す
る
事
業
を
い
う
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

沿
海
運
輸
業
（
本
邦
の
各
港
間
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又
は
物
の
運
送 

を
す
る
事
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
海
上
運
送
法
（
昭 

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
船
舶
貸 

渡
業
と
す
る
。 

５ 

法
第
十
一
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
中
欄
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
船
舶
は
、
鋼
船
（
船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
二 

十
条
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
海
洋
運
輸
業
又
は
沿 

海
運
輸
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議

し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

法
第
十
一
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
下
欄
に
規
定
す
る
事
業
の
経
営

の
合
理
化
に
著
し
く
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
鋼
船

（
船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国

際
総
ト
ン
数
が
三
千
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
海
洋
運
輸
業 

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
し
、
同
欄
に
規
定
す
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減 

に
著
し
く
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
沿
海
運
輸
業
の 

用
に
供
さ
れ
る
船
舶
の
う
ち
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
著
し
く
資
す
る
も

の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

７ 

法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
項
に
規 

定
す
る
特
定
設
備
等
に
つ
き
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
財
務
大
臣
が
定

め
る
期
間
と
す
る
。 

８ 

法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
個
人
は
、
第
四
項
に 

規
定
す
る
船
舶
貸
渡
業
を
営
む
個
人
と
す
る
。 

 

９ 

法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
七 

十
五
と
す
る
。 

 

１
０ 

財
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
械
そ
の
他
の
減
価
償
却
資 

産
を
指
定
し
、
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
こ 

れ
を
告
示
す
る
。 

１
１ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
船
舶
を
指 

定
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
告
示
す
る
。 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則 

 

二 

政
令
で
定

め
る
海
上
運

送
業
を
営
む

個
人 

当
該
事
業
の
経
営
の
合
理
化
及
び

環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る

も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
船
舶 

百
分
の
十
六
（

当

該
船
舶
の
う
ち

本
邦
と
外
国
又

は
外
国
と
外
国

と
の
間
を
往
来

す
る
も
の
（
以
下

こ
の
号
に
お
い

て
「
外
航
船
舶
」

と
い
う
。）

で
当

法 
 
 

人 

資 
 
 

産 

割 
 
 

合 

一
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 
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２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
設
備
等
の
償
却
費
と
し
て
必
要
経
費
に

算
入
し
た
金
額
が
そ
の
合
計
償
却
限
度
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該 

特
定
設
備
等
を
事
業
の
用
に
供
し
た
年
の
翌
年
分
の
事
業
所
得
の
金
額
の

計
算
上
、
当
該
特
定
設
備
等
の
償
却
費
と
し
て
必
要
経
費
に
算
入
す
る
金 

額
は
、
所
得
税
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
特 

定
設
備
等
の
償
却
費
と
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費
に
算
入
す
る

金
額
と
そ
の
満
た
な
い
金
額
以
下
の
金
額
で
当
該
個
人
が
必
要
経
費
と
し

て
計
算
し
た
金
額
と
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
確
定
申
告
書
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
必
要
経 

費
に
算
入
さ
れ
る
金
額
に
つ
い
て
の
そ
の
算
入
に
関
す
る
記
載
が
あ
り
、 

か
つ
、
特
定
設
備
等
の
償
却
費
の
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
が 

あ
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。 

   

 
 

 
 

該
事
業
の
経
営

の
合
理
化
に
著

し
く
資
す
る
も

の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の

及
び
当
該
船
舶

の
う
ち
環
境
へ

の
負
荷
の
低
減

に
著
し
く
資
す

る
も
の
と
し
て

政
令
で
定
め
る

も
の
（
外
航
船
舶

を
除
く
。
）
に
つ

い
て
は
、
百
分
の

十
八
） 

 2



   
 

（特
定
設
備
等
の
特
別
償
却
）  

第
四
十
三
条 

法
人
で
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
も
の
の
う
ち
次
の
表
の
各

号
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
が
、
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
減
価
償
却
資
産

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
政
令
で
定

め
る
期
間
内
に
、
特
定
設
備
等
で
そ
の
製
作
若
し
く
は
建
設
の
後
事
業
の
用

に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
を
取
得
し
、
又
は
特
定
設
備
等
を
製
作
し
、

若
し
く
は
建
設
し
て
、
こ
れ
を
当
該
法
人
の
当
該
各
号
の
上
欄
に
規
定
す
る

事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
（
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た

当
該
特
定
設
備
等
を
そ
の
用
に
供
し
た
場
合
又
は
同
表
の
第
二
号
の
上
欄

に
掲
げ
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
が
貸
付
け
の
用
に
供

し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
用
に
供
し
た
日
を
含
む
事
業
年
度
の
当

該
特
定
設
備
等
の
償
却
限
度
額
は
、
法
人
税
法
第
三
十
一
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
特
定
設
備
等
の
普
通
償
却
限
度
額
と
特

別
償
却
限
度
額
（
当
該
特
定
設
備
等
の
取
得
価
額
（
第
四
十
二
条
の
四
第
六

項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
等
以
外
の
法
人
が
取
得
し
、
又
は
製
作
し
、
若

し
く
は
建
設
し
た
同
表
の
第
一
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
減
価
償
却
資
産
に
つ

い
て
は
、
当
該
取
得
価
額
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金

額
）
に
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
い

う
。
）
と
の
合
計
額
と
す
る
。 

 

（
特
定
設
備
等
の
特
別
償
却
） 

 

第
二
十
八
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
海
上
運
送
業
は
、
海
洋
運
輸
業
（
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の 

港
と
の
間
又
は
本
邦
以
外
の
地
域
の
各
港
間
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又

は
物
の
運
送
を
す
る
事
業
を
い
う
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

沿
海
運
輸
業
（
本
邦
の
各
港
間
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又
は
物
の
運
送 

を
す
る
事
業
を
い
う
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
海
上 

運
送
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
船
舶
貸
渡
業
と
す
る
。 

 

５ 

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
中
欄
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
船
舶
は
、
鋼
船
（
船
舶
法
第
二
十
条
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
う
ち
海
洋
運
輸
業
又
は
沿
海
運
輸
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で 

国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
下
欄
に
規
定
す
る
事
業
の
経 

営
の
合
理
化
に
著
し
く
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
鋼 

船
（
船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る 

国
際
総
ト
ン
数
が
三
千
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
海
洋
運
輸 

業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
し
、
同
欄
に
規
定
す
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低 

減
に
著
し
く
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
沿
海
運
輸
業 

の
用
に
供
さ
れ
る
船
舶
の
う
ち
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
著
し
く
資
す
る

も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
も
の
と

す
る
。 

 
７ 
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
項
に 

規
定
す
る
特
定
設
備
等
に
つ
き
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
財
務
大
臣
が

定
め
る
期
間
と
す
る
。 

 

８ 

法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
第
四
項 

に
規
定
す
る
船
舶
貸
渡
業
を
営
む
法
人
と
す
る
。 

 

９ 

法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の 

七
十
五
と
す
る
。 

 

１
０ 

財
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
械
そ
の
他
の
減
価
償
却
資 

産
を
指
定
し
、
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
こ 

れ
を
告
示
す
る
。 

１
１ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
船
舶
を
指 

定
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
告
示
す
る
。 

 
二 

政
令
で
定

め
る
海
上
運

送
業
を
営
む

法
人 

当
該
事
業
の
経
営
の
合
理
化
及
び

環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る

も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
船
舶 

百
分
の
十
六
（
当

該
船
舶
の
う
ち

本
邦
と
外
国
又

は
外
国
と
外
国

と
の
間
を
往
来

す
る
も
の
（
以
下

こ
の
号
に
お
い

て
「
外
航
船
舶
」

と
い
う
。
）
で
当

該
事
業
の
経
営

の
合
理
化
に
著

し
く
資
す
る
も

の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の

（
当
該
法
人
が

第
五
十
九
条
の

二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受

場

法 
 
 

人 

資 
 
 

産 

割 
 
 

合 

一
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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２ 

前
項
の
規
定
は
、
確
定
申
告
書
等
に
同
項
に
規
定
す
る
償
却
限
度
額
の 

計
算
に
関
す
る
明
細
書
の
添
付
が
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

 
 

け
る
も
の
で
あ

る
場
合
に
は
、
同

項
に
規
定
す
る

日
本
船
舶
に
該

当
し
な
い
も
の

を
除
く
。
）
及
び

当
該
船
舶
の
う

ち
環
境
へ
の
負

荷
の
低
減
に
著

し
く
資
す
る
も

の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の

（
外
航
船
舶
を

除
く
。
）
に
つ
い

て
は
、
百
分
の
十

八
） 
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